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補償基準の体系について

公共用地の取得又は使用（土地の取得・建物移転等）

土地収用 任意取得

土地収用法第６章
( 26 6 9 219 )昭和 年 月 日法律第 号

土地収用法第88条の２
の細目等を定める政令
( 14 7 5 248 )平成 年 月 日政令第 号

一般補償 公共補償
私人の財産権に 公共施設又はそれに類す
対する損失補償 るものに対する損失補償

公共用地の取得に伴う 公共事業の施行に伴う
損失補償基準要綱 公共補償基準要綱
( 37 6 29 ) ( 42 2 21 )昭和 年 月 日閣議決定 昭和 年 月 日閣議決定

公共用地の取得に伴う損失補償基 公共事業の施行に伴う公共
準要綱の施行について 補償基準要綱の施行につい
( 37 6 29 ) て( ）昭和 年 月 日閣議了解 昭和４２年２月２１日閣議了解

公共用地の取得に伴う損失補償
基準( 37 10 12 )昭和 年 月 日用地対策連絡会決定

国土交通省の公共用地の 他 公 国土交通省の直轄の公共事業 他 公
取得に伴う損失補償基準 省 団 の施行に伴う公共補償基準 省 団
( 3 ) 庁 等 ( 3 ) 庁 等平成１ 年１月６日国土交通省訓令第７６号 平成１ 年１月６日国土交通省訓令第７７号

（出典：国土交通省資料による）
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